
＜別紙＞ 

報 酬 規 程 

(１) 相談料金について

出張面談が必要な場合は、交通費として別途ご相談させて頂きます。

(２) 着手金について

着手金については、委任契約後７日以内にお支払いください。

(３) 支給決定時報酬について

支給決定時報酬については、上記の表の中の最も高い金額になります。

裁定請求 着手金20,000円＋支給決定時報酬（①、②、のいずれか高い金額） 

① 年金受給額の１ケ月分＋（税）

② 初回年金振込額の 10％＋（税）

審査請求 着手金30,000 円＋支給決定時報酬（①又は②の高い金額） 

① 年金受給額の１ケ月分＋（税）

② 初回年金振込額の 10％＋（税）

再審査請求 着手金 30,000 円＋成功報酬（①又は②の高い金額） 

① 年金受給額の１ケ月分＋（税）

② 初回年金振込額の 10％＋（税）

額の改定 

請求 

着手金 10,000 円＋成功報酬 

①初年度年金額の１ケ月分＋（税）

その他 交通費 交通費費相当額（高速道路利用料金、駐車場利用料金等実費） 

支払条件 初回年金振込日以後10日以内に現金もしくは指定口座にお振込くださ

い。 

文書代 医療機関への「診断書」及び「受診状況等証明書」等の文書代はお客様

のご負担になります。 

通品費 郵便代実費精算

令和３年５月現在
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